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平成２５年度第３回協働事業評価会 

平成２５年１２月１８日（水）午前１０時００分 

区役所本庁舎６階 第４委員会室 

 

出席者：久塚委員、宇都木委員、関口委員、竹内委員、野口委員、太田委員、伊藤委員 

事務局：地域調整課長、濵田協働推進主査、西堀協働推進主査、髙橋主任 

 

久塚会長 それでは第３回協働事業評価会を開催します。定足数に達しております。 

本日は審査報告書をお渡しすることになります。皆さん方からいろいろご意見をいただ

いたものを最終的におまとめさせていただきました。それで後ほど尐しお話ししますけれ

ども、来年のこの提案事業などについて課題が尐し残っていますのでご議論していただく

として、今日は議題が大きく言えば一つで、一つの中が二つに分かれます。 

では、手持ちの資料の確認を、濱田さん、お願いします。 

事務局 お手持ち資料の確認をいたします。 

まず、次第をおめくりいただきまして、資料１の①が評価項目ごとの評価コメントの調

整で新宿アートプロジェクトのもの。資料１の②が街角スポット活用事業になります。 

資料２が平成２５年度新宿区協働事業評価報告書の案でございます。 

それから、１０時半からの審査報告書がついておりまして、最後に『Ｌｅｔ‘ｓ協働』

という冊子をつけております。事業提案審査の様子は、５ページに出ております。 

久塚会長 ありますか、お手元。では、手元にある資料をもとに事務局のほうから進め

ていただきますので、色刷りのものをお手元に置いてお願いします。では、事務局、お願

いします。 

事務局 それでは、今日は時間がありませんので早速中身に入らせていただきたいと思

います。評価項目ごとの評価コメントの調整というもので、資料２はまず新宿アートプロ

ジェクトです。１４ページをお開きください。こちらの１４ページ、この間皆様からいた

だいた評価指標がございまして、新宿アートプロジェクトはすべて３になっております。

オール３ということを念頭に入れていただきまして、資料１①のコメントの調整のほうを

ごらんいただきたいと思います。 

一番左側に出ている番号が２をつけた人、３をつけた人というふうな形でわかるように

なっておりますが、評価指標は３になっておりますので、３のコメントを中心にまとめさ
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せていただいております。 

グレーの網掛けは積極的な評価で、黄色の網掛けは課題と期待というふうになっており

まます。特に課題と期待を色分けしていないのは表、裏の関係となりますので、語尾で調

整させていただいております。それと水色についてはマイナス評価ということに入れさせ

ていただいております。皆様から頂戴したコメントをまず日本語のレベルで整理をいたし

まして、それから記入欄に合わせたコメントの整理をしております。というのは、項目１

から９までコメントがございますけれども、１から４までが計画段階、５番、６番が実施

段階、７番、８番が結果で、９番が反省と改善というふうにコメントを頂いているのです

が、ちょっと違うところに入っているコメントもございましたのでその辺を調整しており

ます。 

それと、この二つの事業は昨年も評価書を書いておりますので、その評価書を参考にし

ています。この矢印の先です。こちらが事務局の案になっております。まず１番目、事業

における区民ニーズや課題のとらえ方ということでございます。こちらのコメントから抽

出したものについて、矢印の先です。最初に積極的な評価をまず入れてから課題・期待と

いうものを入れまして、この水色の部分につきましてはもう計画段階だけれども、その後

のほうに入れるべき内容ではないかということで特に下には入れてございません。 

ということで、ここを読み上げてよろしいでしょうか。 

久塚会長 はい。 

事務局 「外国にルーツを持つ子どもたちが自己肯定感を持って主体的に生きていける

ように支援していくことは大切なことであり、異なる文化を背景に持つ外国籍の住民と地

域住民との相互交流を深めることを課題として設定していることも適切である。また、こ

の事業を進めていく中で求められるのは、外国人の人たちが生活している地域が、どのよ

うにその人たちを受け入れるかであり、区民が日常生活の中で特別に意識しなくても共生

できるようになることである。区民と外国人が互いに当事者として、そうした意識をどれ

だけ醸成し、広げていけるか、本事業は、そのための一つのモデルであり、事業の実施自

体を目的化すると本来の趣旨が薄れていくことになるので留意する必要がある。なお、事

業の実施に当たっては、フィリピン国籍の子どもたちの参加が多く見られるので、参加者

の特性を踏まえ、事業を進めていくことも課題の一つとしてとらえておく必要がある」と

いうふうなコメントにまとめさせていただきました。 

久塚会長 今、色刷りで見ましたけれども、こちらの１５ページにそれがそのまま出て
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くるような理解でよろしいでしょうか。 

事務局 はい、そうです、１５ページの項目①に入れております。 

久塚会長 作業工程、ここの事務局すっかり定着してしまって、皆さん方も非常に理解

しやすいだろうなと。いいことを思いついたですね、このやり方はなかなか、これはすご

いなと。 

１番目はそういうふうに今、事務局が読んでくれたように丸めましたけれども、誤字・

脱字なども含んでご指摘ございませんか。 

関口委員 これ、どこまで気にするかという点はあると思うのですけれども、２段落目

というか、４行目ですか、「区民と外国人が互いに当事者として」とか「外国人の人が」と

いう言葉が出てくるのですが、上のほうだと「外国籍の住民と地域住民」と書いてあって、

下のほうだと「区民と外国人」という書きぶりではないですか。ということは区民の中に

外国人は入っていないのだなと読めてしまうのですけれども。 

久塚会長 ああ、そう、そう。 

関口委員 そういうところまでポリティカルコレクトネスをチェックしていくのかとい

うことなのですが、どうしますか、事務局。 

久塚会長 ああ、いいね。今のところ、直す時間に余裕はありますか。 

事務局 大丈夫です。 

久塚会長 大事なところなので、特に新宿区にとってはうまく表現すると外国の方も区

民だねとわかるようなことで、それを意識した表現を。 

事務局 はい。 

久塚会長 中に入れてしまうのではなくて、その人たちも区民であるという表現が生き

るような形に、関口さん、ありがとうございます。 

関口委員 国籍は違えど同じ区民だよということが大事なところだと思うので、何か逆

にこう壁を意識させてもしょうがない気も。 

久塚会長 だから、難しい。壁があるものと一緒にするということも大事なことだとい

う前提なので。 

宇都木委員 この事業を進めている市民団体側は区民としてとらえていないのでしょう。

だから外国人を区民化するためにどうするかという、むしろ目的は。 

久塚会長 はい、同化させる。 

宇都木委員 うん、同化というか、日本国籍を持つ区民と同じように区民生活ができる
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ように、外国人ではなく区民化していこうというのがこの人たちの運動のミッションなの

だから、そこはわかるようにしておいていかないと。 

久塚会長 うん、だから。 

宇都木委員 もう既に区民になってしまっているのだぞという話ではないのだ。区民に

するためにどうするかというのが一つ大きな。 

久塚会長 はい、はい。だから、そこ、表現がこれと、こうこうこういう立場からこう

共有するのではなく、区民としての外国籍の方々、何かそういううまい書き方をしてくだ

さい。 

地域調整課長 国籍は違えどもということは言いつつも、外国籍の方であっても日本国

籍の方であっても、ともに地域に生きる人ということを区としても多文化共生の基本とし

て進めてやってきていますし、そこのところは団体も区も認識は一致していると思います

ので、そこの違いを表現しつつ大半はそういうところなのだということが全編を通してわ

かるように、初志貫徹しながら言葉の統一を図りたいというふうに、作業をやらせていた

だければと思います。 

久塚会長 はい。宇都木さんが出してくれた意見は、コメントの中にこの団体はこうい

うふうな基本的なとらえ方をしているのでダメだみたいな書き方ではなくて、評価の中に

外国人をこのように位置づけて抱合することの大切さがわかるような記述にしてください。 

地域調整課長 はい。 

久塚会長 では、１番目はよろしいですか。もう１回検討するチャンスはあるのですか。 

事務局 はい、ございます。 

久塚会長 はい、ギリギリあと１回残しておりますけれども。では、１５ページの②を

ごらんください。と同時に黄色のほうを事務局からお願いします。 

事務局 では、この２番目の事業の成果目標の設定ということでございます。上のとこ

ろから抽出したものということで、下の欄を読み上げさせていただきます。「子どもたちの

自己肯定感の醸成や地域での相互理解や交流の推進等、この事業の本来の目的に対する成

果目標を設定することの難しさや費用対効果を検証するための指標設定することの困難さ

については、理解できるところであり、双方が課題として認識している状況は確認できた。

しかし、事業計画で掲げた『目的』に対して、どの程度進んだのか、あるいは、どこに課

題があるのか、そして、それを外国人の側や地域社会から見て、評価、確認ができるよう

な成果目標を設定していくことは必要なことである。定量的なデータとしてははかりにく
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い領域の事業であるが、アンケートの回収や参加者の人数、イベントの回数などのデータ

とりでは、引き続きの努力を期待したい。また、活動結果を区民に発信することで、多文

化共生に対する地域の理解がどれだけ深まっていくか、そうした目標設定や効果測定を行

っていくことも必要であったと考える」というコメントにしております。 

久塚会長 尐し文章がガタガタしたところがあるけれども。難しいことなのです、目標

を設定して、ただそうは言っても努力をこういうところでしてみたら達成というのがわか

るでしょう。それをぜひやってくださいという皆さん方の評価をこのようにまとめたので

いただきましたけれども。 

伊藤委員 下から４行目の「引き続きの」は「の」は要らないだろう。「引き続き努力を

期待したい」で。 

地域調整課長 はい、引き続き。 

宇都木委員 この事業を通じてどういう変化が起きたのかというか、市民の側から見て

わかりやすい効果というか成果というか、そういうところがもう尐し団体や、協働事業を

行っている双方がどういうふうに考えているか、あるいはどういうふうに表現するか、区

民に知らせていけるのかという、そこの工夫を何かないですか。何もなかったでは困るの

で、どういうものが起きてきたのか。それは端的な変化はなかなか見えないかもしれない

けれども、きちんと。 

久塚会長 ここは変化が起きているということも大事ですが、事業の成果目標の設定と

いうことなので、この事業を実施していくとどういうことが多分起きるだろうけれども、

それをきちんと設定して計画がつくられているかということでしょう。 

宇都木委員 うん、だからつまり評価につながる目標設定というか。ここはちゃんとし

ないと、あまりあいまいな目標でも困るわけだ。だから、例えば３年たったらこのような

姿を見る、あるいはこのような地域社会を創造するとか、運営するとかというのは、やっ

ぱりそういうものがもうちょっと出せるようになってこないと。 

久塚会長 では、成果目標の設定の中にデータ取りとか何とかでこれだけのという具体

的な数値が出てきて、何人集まってどうなったということだけではなくて、何かこう質的

な意味で地域社会がこの事業をすることによってどう変化が起きるだろうというような。 

宇都木委員 あるいはどういう変化を求めるとか。 

久塚会長 そういう地域社会がどうなるのかという目標の設定が必要だということね。 

宇都木委員 うん、当然ですよね。数量的な例えば参加者が仮に３００人あったからと
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言って、それが地域社会にどういう影響を与えたのかというのにはならないのだ、量的な

集約だけでは。そのことによってどういう変化が起きてきたのかということが。 

久塚会長 わかるような目標も。 

宇都木委員 うん、目標をもう尐しはっきりさせたほうがいい、明確にするというか。

長い時間をかけてやらなければならない事業だけに、中期的な目標設定が見えるような。 

地域調整課長 そうすると、例えば言葉は整理させていただく必要はあると思うのです

けれども、長い時間をかけてやる必要もある事業なので、この事業なりこの活動を通して

地域社会へどういう影響が与えられるのかとか、どういう変化が生じるのか、そうした点

についての目標設定も必要であったと考えるとか。 

久塚会長 そうですね。 

地域調整課長 そういうことが内容として入ってくるということですね。 

久塚会長 はい、はい。 

宇都木委員 地域社会として見えるような目標でないと区民は評価できない、量的なだ

けの話では。 

伊藤委員 ２段落目の２番目、「それを外国人の側や地域社会から見て」と書いてある。

ここに今言ったことが入るような形だと思うのだ、具体的に。これだと投げかけただけで、

だからここに入れれば全体的な文章の中でもいいのじゃない。 

竹内委員 一番上の項目の下のほうにむしろ「目的とする多文化共生視点でとらえ、地

域がどのようになっていればよいか、具体的な指標としてまとめていただきたい」とある

のですが、それを下の括弧の文章では、「地域がどのようになっていればいいか」というこ

とを、「地域の理解がどれだけ深まっているか」に置きかえているで、ここをもうちょっと

前の文章に近づけてもらえるといいのかと思うのですけれども。 

久塚会長 上の四角の一番下ですね。 

竹内委員 ええ。 

久塚会長 その黄色の部分が中に溶け込んでしまったので。 

竹内委員 ええ。 

久塚会長 それを利用して最終案の何かの文章に使うとそれでいいのではないかという

具体的にはそういう手順でいいですよね。「いろいろな活動結果から生じた状況を、目的と

する多文化共生視点でとらえ、地域がどのようになっていればいいか」、文章はちょっとガ

タガタしているけれども、最終的にゴール地点としての多文化共生的な視点から見たとき
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にゴール地点がどのような形になっているのかという、数字だけではなくてそういう目標

設定があるといいなということを足してください。 

２番目、そのような形で手直しさせていただきましょう。 

では、３番目をお願いします。 

事務局 ３番目の協働の相手への期待とその成果というところです。まとめた文章を読

み上げます。「月１回の定例会等を通して、団体と区担当課の間で、情報の共有や事業の調

整、広報活動の実施に当たっての意見交換が活発に行われている等、相乗効果が発揮され

てきていることを評価する。協働事業としての本事業は今年度で終了することとなるが、

地域に多文化共生を定着させていくためには、この事業を通して培った団体、区担当課、

地域等との関係を大切にし、一層深めていくことが大切であると考える」、以上です。 

久塚会長 ということですが。 

宇都木委員 それはそれでいいのでしょうけれども、事業期間が終わってもこの活動は

継続されていかなければ、継続されていくべきものなのだということをやっぱりどこかで

うたったほうがいいのではないの。協働の相手に期待と、この期間が終わったらもうそれ

で終わりではなくて、引き続きここで培った協働の成果をさらに継続・発展させていく必

要があるということがわかるように、そういうことを期待したいというか、それをちょっ

と強調してもらいたいと思うのだ。 

久塚会長 そうすると最終案の中の黄色のあとの下２行だけれども、「この事業を通して

培った団体、区担当課」の部分に「大切にし、一層深めていく」という程度ではなくて、

それをベースに発展させていくというような形のものということですか。 

宇都木委員 うん。この期間で終わりではないのだよという。 

関口委員 だから、これ３番でそこまで言わなくても、今後への期待みたいなのが総合

評価の中でもかなり厚目に書かれていますので、あえてここでそこまで書かなくても。 

久塚会長 協働の相手への期待とその成果なので、どこまで、考え方ですよね。宇都木

さんの意見と関口さんの意見をまとめると、関係を深めるだけではなくて今後のことを考

えると、この関係を深めてさらに発展されるよう期待するみたいな話になってくるのでし

ょうね。 

表題が相手への期待とその成果なので、今宇都木さんが言ったのと関口さんが言ったの

をまとめて、事業自体ではなくて相手との関係ということを強調して、深めていく、大切

にするだけではなくて、もう尐しそれを継続したり発展させることが大切だぐらいでまと
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めてよろしいですか。 

宇都木委員 だから、そういうことを言うのはいろんなところでそういうことを言った

ほうがいいと思うのだ。 

久塚会長 はい、では、関口さん。 

関口委員 きょうお配りいただいたこの『Ｌｅｔ‘ｓ協働』も恐らく議会の先生方とか

いろんなところに配られると思うのですけれども、こちらの中でアートプロジェクトさん

が書かれていて、その３ページの左側の最後のほう、「来年度以降は新宿アートプロジェク

トの単独事業となるため誘致活動並びに文化活動など」、何かもう単独事業で行くことが決

定ということに書かれていますので、何かここの情報とこっちの評価書で、何かちょっと

情報がちぐはぐな感じがしてしまったのですが、ここら辺はもう何かこれ決定という感じ

で決まっているのですか。 

地域調整課長 はい。２６年度の予算措置では、２か年の事業が終了になりますので、

区の予算をつける形でやっていくということには方向性としてはなっていません。 

ただ、繰り返しになるのですけれども、せっかくできたご縁とかきっかけというところ

もあるので、金の切れ目が縁の切れ目と言ったら何のためにこの２年やってきたのだとい

うところもありますし、各先生方ご存じの小林さんをはじめ団体の方はいろんなことで多

文化共生を地域の中で取り組まれていますので、この事業ということだけではなくて、い

ろんな仕掛けの中で引き続き多文化共生推進課とアートプロジェクトでやっていかれると

いうことで理解しています。 

関口委員 ぜひこの報告書の全体的なトーンとしては、財政的支援は今年度で終わって

しまうけれども、その別に資金だけが支援の方法ではありませんから、引き続き協働も含

めてぜひ頑張ってくださいというようなことでいくと、整合性も図れるというような。 

宇都木委員 関口さん、せっかくのご意見だが、協働事業としての予算はつかなくても、

これらに関係するさまざまな事業に対しては予算がつくかもしれないのだ。それは行政が

政策として進めるのだから、そういう中にこういうものも組み込まれていくから、これま

でやってきたことを継続・発展させなければ意味がないよという、そういうことになるの

で、事業がここで終わりではないよということはちゃんとやっぱり。 

関口委員 もちろん、もちろん、だから協働事業としてのどう。 

宇都木委員 予算はないかもしれないけれども、それはいいのだ。それが次につながっ

ていくことのほうが重要なので。 
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竹内委員 ちょっとその項目なのですが、上のほうの３番のところに入れてあるのです

が、要するにこの事業としては「共生のロールモデルの実現という目的が達成し、展開で

きた」とあるのですけれども、その先のことです。「地域参加型の多文化共生サービスによ

り地域社会をどのような状況に改善・改革されるかなどの具体的な姿を共有したものとし

て進めていただきたい」みたいなところを下に追加していただいたほうが将来的な内容が

入ると思うのです。 

久塚会長 うん、はい、はい。だから、今のこととか。 

竹内委員 ええ、それも含めて。 

久塚会長 この事業としての予算は終わっても、宇都木さんの言葉を借りればほかのお

金がつく可能性もあるので一切終わりではないです。継続していることに対して何らかの

おつき合いが続くことになるのです。それを意識して、さらにやってもらいたいというこ

とですから、具体的に言うと竹内さんが指摘した箇所などを活用して最終的な案にしたい

ということでよろしいですね。 

宇都木委員 はい。 

久塚会長 もう一つはやっぱりこれを見ると結構頑張っていいみたいな話ではないです

か。こっちを見るとこう、だめ、だめ、だめというのが多いので。同じ、せっかくこんな

に書いてあげているのにこれは一体何やねんとならないようにうまくこう、結構ここ厳し

くて、協働事業としてはこうですよということがわかるような内容です。 

協働事業紹介冊子でもいろいろご協力いただいて、これからもお願いしますバージョン

なので、こちらのほうも評価はこうだけれども、それが伝わるような評価書に。 

では、３番目、そのように手直しします。４番目をお願いします。役割分担の決定方法

というところです。 

事務局 ４番目です。「役割分担の決定に当たっては、双方が密にコミュニケーションを

図っている様子が伺え、よく意見交換され事業が進められてきていると評価する。また、

外国にルーツを持つ子どもたちや保護者を地域のネットワークに組み込んで地域社会を変

えていくことの大切さについての認識も共有されているが、保護者へのかかわりについて

はさらに踏み込むことを検討する必要もあったのではないか。イベント実施の場面では、

多文化共生社会の実現に向けての区の姿勢を示していくことも大切であったのではない

か」という文章になりました。 

久塚会長 はい、太田さん。 
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太田委員 すみません、その黄色い網掛けのところなのですけれども、「イベント実施の

場面では、多文化共生社会の実現に向けての区の姿勢を示していくことも大切」でありま

すと書いてありますが、これ第三者がこれを見たときに、区の姿勢はどう見ているのかな

というのがちょっと見えにくいような気もしました。 

地域調整課長 これについては、「多文化共生社会の実現に向けての」というところを区

の姿勢にかぶせてはあるのですけれども、もしあれでしたらちょっと言葉は練る必要があ

るのですが、「日本人も外国人もともに地域の人としての多文化共生社会の実現に向けて」

などともう尐しかぶせますか。 

太田委員 そのほうが、何か多文化共生社会というのが、かなり気にする部分なので、

その辺は何かこう一般的に理解をつくっていただいている。この場面において、何がどう、

区の姿勢がこの中の形になっている、その中身がちょっと書いてあればもう尐しわかりや

すいのかなと思いました。 

久塚会長 要するに区の事業として行うよというふうにして、予算をつけてイベントな

どを行うのだけれども、イベントのところはその実施団体のやり方、採択された事業のＮ

ＰＯ側のやり方に任せるというのがちょっと強く感じられるので、区は区で多文化共生と

いうことを言っているわけだし、この事業に付いているのだから、区としてのやり方でイ

ベントにもかかわることが求められるのではないかという意見です。 

太田委員 ぜひ、これを入れるということですね。これを見てふと思ったのが、先日街

角スポットのイベントがありましたよね、駅で。非常にそのときに協働事業というそのポ

スターの中に、新宿区との協働事業というのが。 

久塚会長 下に。 

太田委員 すごく小さくて、一見普通の人たちが見たときは、明らかに新宿区はかかわ

っていなくて、その企業とか会社の事業かなというふうに勘違いされる可能性があるとい

うふうなことがちょっとここの中で出てきたかと思うのですが、それを踏まえてのことか

なと思ったので、その辺でもう尐しわかりやすく書いたほうがいいのかなと思ったので、

これだけだと何となく区の姿勢、一見すごく抽象的にしか書けないというのはわかるので

すけれども、ちょっといまいちぴんとこないかなというのがあったので、それを踏まえて

の発言でした。 

久塚会長 それ、上の文章だと出ています、上の文章には書いてある。 

太田委員 ああ、そうですね。上のこの黄色い網掛けのほうがまだわかりやすいかもし
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れない、はっきりと。 

野口委員 上の文章のほうがいい。下より上のほうがいい。 

伊藤委員 それとさっきの３番目のところにあったように地域参加型のというのが必要

だよね。ただの多文化共生ではなくて地域の参加型のというのが随所に出てくるといいね、

よりわかりやすい新宿型だと。多文化共生と言うと一般的なものでとらえてしまうから、

この言葉が僕、全体を通して必要な言葉だと思う。 

久塚会長 となると、ベースはその上の四角の中の③、一番下の２行だけと。 

伊藤委員 はい。 

久塚会長 伊藤さんが言った言葉をどういうふうに入れると、案になります？この下２

行あるじゃない、上の四角の中。太田さんもそっちのほうがいいわけで。 

太田委員 そうですね、このほうがもう尐しわかりやすい。 

伊藤委員 「行政はもっと深くかかわり、地域参加型の多文化共生社会の実現に対する

姿勢を」というふうに。 

太田委員 うん、そうですね。 

野口委員 いいと思います。 

地域調整課長 その上のコメントのところで、実は悩んだ部分は、行政がもっと深くか

かわりと言った場合に、行政は一定のかかわりがあったという事実に対してかかわりが不

足している、よりかかわっていくべきであるというところが多分コメントの中で感じられ

る部分なのですけれども、行政のどの部分のかかわりが例えば足りなかったのかとか、そ

この目的もというか、そこも尐し明らかにしていただけると。 

久塚会長 文言で入れる。もっとかかわると言われても一般的なので、これこれの場面

においてとか、これこれなどにおいてはとか。 

太田委員 この間の指摘ではいろいろ出ているところはあるのですけれども、この現場

と広報に関するものについて、例えば文章のチラシについて担当者の方がもう尐し強く言

ってしまってもよかったのではないかなと。もう尐し前に出していただくということが入

っていたと思うのですけれども。 

宇都木委員 この「新宿区の」というのは新宿区が行政として進める施策、多文化共生

を進める具体的な施策、それをもう尐しこの協働事業の中に強調して地域住民と、あるい

は団体と一緒になって消化する取り組みというものを示すべきだという意味なのでしょう。

新宿区の多文化共生社会の実現に対する姿勢を前面に出せというのは、もう尐し具体的な。 
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太田委員 そうです、ある部分においてはという意味で書いて。 

地域調整課長 すみません。繰り返しになるのですけれども、宇都木委員が言われるそ

の総論としての区の取り組み姿勢、そういうものをこういう一つ一つのイベントの場面な

んかにおいてもきちんと出していくべきだということなのか、あるいは太田委員が言われ

るような例えばイベント等の活動においても、その広報周知なり宣伝の場面において、行

政がかかわっている事業というところがきちんとＰＲができていないのではないか。 

太田委員 そう、そうなのです。 

地域調整課長 そこの部分が不足しているので、そういうところで具体的に区の姿勢を

示していくことが大事であるということなのか、ちょっとその辺のところをもう尐しお言

葉をいただけると、下のところで具体的に今度事業課が読んだときに、理解がしやすくな

ると思いますので、そこをぜひお願いできればと思うのですが。 

野口委員 新宿区の多文化共生について、情報発信というのがすごく弱いように思うの

で、もう尐し強く行政としてかかわって出していくべきで、そうでないとこの団体がやっ

ていたことも協働事業でやっているのか、単独でＮＰＯがやっているのか、その辺がちょ

っとぼやけてしまうような気がするのです。だから、もう尐し行政も情報発信をしっかり

やってもらいたいなという気がします。 

伊藤委員 一般論で言うと助成金事業でいうと、看板なり何なりにすぐその助成金を出

している団体がパッとわかることが必要なのだ。だから、チラシをつくっても、そこが一

番チェックされるところなのです。今、太田さんが言ったようにそういうところが埋もれ

ているということは、やはり前面に出るのもちょっとあるだろうけれども必要だと。例え

ば新宿区協働事業何々担当部局とかそういうような書き方、下のほうにあるのではなくて。 

竹内委員 単なる助成ではないから。 

伊藤委員 そう、そう。そこら辺がやっぱり区の姿勢となってくると。 

関口委員 ちょっといいですか、本当に難しいところだと思うのですが、あまり区が前

面に出てしまったら、せっかくのこの事業のボトムアップというか、ああ、何かお上がや

っているから嫌々多文化共生みたいなことになってしまうわけです。人権問題というのは

比較的そういう感があるわけなので、そうではなくて、やっぱりアートというある意味で

行政っぽくないところを通じて多文化共生しましょうよという面も大事なので、だからそ

こはバランスが大事だなというのと、あとこれ、ちょっとすみません、例えば区の担当者

の方がイベントの冒頭に一言あいさつとかということはあったのですか。 
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地域調整課長 現場では一緒に同じ黄色いＴシャツを着て歩いていたり、パンフレット

を配ったりしていました。 

関口委員 ああ、それだったらそれでいいのではないですか、はい。 

宇都木委員 区の施策としてそういうものが行われていて、そういうものが市民運動の

進める側と一つになっているのだということがもっとわかりやすいようにということを指

示しないといけないので。そこの表現はちゃんとそうしたほうがいいと思うのだ、出過ぎ

たのではなくて。 

久塚会長 太田さんが聞いたのと宇都木さんが言ったのは総論と各論みたいな位置に見

えるのだけれども実はそうではなくて、文章としては具体的にこうしてほしいという文章

に直すと、宇都木さんの言ったのは、新宿区が言っている多文化共生というようなことで

あってもこの事業、協働というようなことがこのパートにおいても具体的な形で見えるよ

うにやってほしいという具体的な言葉になった版。 

宇都木委員 そう。 

久塚会長 太田さんのは、ポスターのこの部分に何センチ掛ける何センチの大きさにし

ろみたいな、極端に言うとそういうバージョンです。だから、両方とも具体的な文章には

今の形でなったわけだけれども、宇都木さんが言ったようにやり方を１番から何番まで全

部こうそれぞれのところに新宿区はきちんと入り込むような形の、新宿区は大きな旗を振

るだけではなくて中までという表現のほうに軸足を置くのか、太田さんの言ったような、

あるいは伊藤さんもそれに近いのだが、そういう形に近づけるか。野口さんもそれに近か

ったと思うのですけれども。あとは知らぬふりみたいな話ではないようにしてほしい。 

それ、両方まぜてつくってくださいということで。事務局、これ、正月はないよ。 

地域調整課長 では、事務局です。ちょっと文章、事務局で改めて整理させていただき

ますけれども、区が進める多文化共生施策なり事業のその一環としてやっているのだとい

うことをしっかり発信していく、あるいはそういう位置づけのもとにこのイベントが行わ

れているということがわかるように当日やっておくことも必要だったのではないか、みた

いな、何かそういうような感じでしょうか。 

久塚会長 自分で言った後反省していますので。何かそういう感じでしょう。 

地域調整課長 はい。ではもう１回練って会長に相談させていただきたいと思います。 

久塚会長 よし、ちょうどいい進行具合ですね。では、５番に移らせてください。 

事務局 ５番目は実施段階になります。事業の進捗状況や事業に関する情報の共有につ
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いてということで読み上げさせていただきます。「前述のとおり」、前述というのは３番目

を指します。「前述のとおり、月１回の定例会の開催や実施現場への行政担当者の参加によ

り、事業の進捗状況等は共有されている。昨年からの課題であった新宿区内全域への事業

の広がりについては、双方の共通認識のもとに事業が進められ、本塩町児童館でのダンス

ワークショップの定着化、在日フランス人協会との連携等が図られている状況が確認でき

た。一方、芸術ワークショップについては大久保駅周辺での開催がほとんどであり、事業

地域の拡大等の見直しが進んできたとは言いがたい。事業の実施を通して見えてきた子ど

もたちや若者たちの居場所づくり等の課題についてもさらに認識を共有していくことが必

要であると考える」。 

宇都木委員 これはこのままでいいでしょう。 

久塚会長 はい、では６番。６番はかなり厚くさせていただきました。 

事務局 協働の相手との成果目標の達成度などの話し合いについてに移ります。「前述の

とおり、月１回の定例会や実施現場への区担当者の参加により、進捗状況や課題等の話し

合いが行われ、目標達成に向けた努力がなされており、協働の観点からも良好な状況にあ

る。効果測定の手法についても、双方で議論を重ねている状況も確認できたが、昨年から

の検討課題であり、他の似たような協働事業等から学ぶこともできたのではと思う。この

事業の成果目標は、直接、事業に参加した子どもたちの数や満足度、子どもたちの育ちへ

の影響等とあわせて、子どもを取りまく保護者や地域との関係でも検討しておくことも必

要だったのではないか。２年間の事業期間が終了した後の取り組みを念頭に置いて、ぜひ

こうした視点や他の地域団体等への協働も視野に入れ、引き続き、話し合いを進めていっ

てほしいと考える」以上です。 

久塚会長 よろしいですか。はい、どうぞ。 

伊藤委員 いいですか。読むとこの第２段落の「効果測定の手法について」のところか

ら「学ぶこともできたのではないと思う」というところ、何がだかちょっとわからないと

ころがある。効果測定の手法については、のは甘んじて、双方で議論を重ねている状況も

確認できた、ここまではいいのだけれども、昨年からの検討課題であり、他の似たような

協働事業等から学ぶこともできたのではないかと思う。効果測定の手法について学ぶべき

こともできたというだけなのか。そうするとここで投げかけているから、これに対してど

うしなければいけないというのを入れなければいけないのではないかなというふうな。ど

んな効果測定の手法を。 
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久塚会長 上の丸める前の「イベントなど、昨年より今年度のほうが参加者がふえるの

ではと思っているが、効果測定の手法とも関連して、双方とも議論を重ねている状況で結

論は出ていない。協働という観点からは良好。しかし、昨年からの検討課題であり」とい

うのは、上のほうの効果測定の昨年からの検討課題であり、他の似たような協働事業を行

っているところからも学ぶことができたのではないかというようなところを生かそうとし

て文章を持ってきたらこういう文章になってしまったという話です。 

宇都木委員 これ、昨年からの課題がまだ具体化されていないということでしょう。具

体化されていないことについてはこれから解決に向けて検討すべきではないかということ

を言えばいいのではないの。 

久塚会長 文章がそうで、「の」を重ねている、「も」は「は」に変えるとして。 

伊藤委員 ここで今、宇都木さんが言われたのですけれども、この色分けの下のほう、

「子どもを取り巻く保護者や地域との関係」、ここら辺のことがこういう効果測定のときに

できたらというような気がしないでもないのですが。同じような「成果目標は、直接、事

業に参加した者たちの数や満足度、子どもたちへの育ちの影響とあわせて、子どもを取り

巻く保護者や地域との関係も」、こちらほうが何か重要なキーになるのではないかなと。 

久塚会長 うん、まとめるのにちょっと難しいかもしれないのだけれども、上のほうか

ら言うとその参加者の数がふえるかもしれない。けれども、それだけではなくて効果測定

の手法は議論していて、それ自体についてはもう前年から、多分これ将来残すのであった

ら昨年からと言うより前年からのほうがいいと思う。で、検討課題でもあることから、他

の類似したそういうところがやっているものからそういうような点について学ぶこともあ

るのではないかと。要するにずっと同じ課題を引きずってきているというのが一つ。 

それから、そのことについては議論を双方しているということが一つ。で、課題として

はほかのところも参考にして何かちょっと考えてみたらというほうに流れていく中に、伊

藤さんが言っているその下の何行かのいわゆる質的な意味での効果に関係するようなその

後の文章を挿入させてはどうかということですよね。 

伊藤委員 ちょっといいです、今？ 

久塚会長 はい、文章つくっている？ 

伊藤委員 今つくっています。今言ったように、色分けではないほうの６番の段落の２

のところ、この効果測定とこの事業の成果目標というのがあるのだけれども、そこが二つ

の重要な文言だと思うのです。それ、逆になると読みやすいのだ。 
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太田委員 そうです。 

伊藤委員 最初に事業の成果目標のところだよ、だけど効果測定の方法についてはまだ

まだですねという読み切れのほうがすっきりするのだ。 

久塚会長 そうかもね。 

宇都木委員 ここはだから昨年からの検討課題を効果測定の手法など昨年からの検討課

題の解決について引き続き検討されることなのだ。検討されるべき、検討すべきだとか、

検討する必要があるとか。その次のこの事業の立てる目標というのはまた別のあれだから、

ここはここで一つ終わりにして。 

久塚会長 段落を捨ててしまうの？ 

宇都木委員 いいのではないの。残っているよということを言いたいわけでしょう。 

伊藤委員 うん、そう、そう。 

宇都木委員 ねえ、これも解決しないとこれから進めていく上でいろいろ。 

久塚会長 では、ちょっとだれか一つにまとめて、段落をつけるとして、この青と黄色

のところの文章をつくって、どうする？ 

宇都木委員 単純にしてしまったほうがいいと思うのです。効果測定の手法など昨年か

らの検討課題の解決についても検討されたいとか、その程度でいいのではないの。 

久塚会長 いいですか、それで。 

太田委員 すみません、先ほど伊藤委員がおっしゃったように、下の「この１年の成果

目標は」という黄色で塗ったものと、この青の部分とひっくり返すとすごく読みやすいな

と思って。 

久塚会長 では、ひっくり返して読んでみて。 

太田委員 読むんですか。 

久塚会長 それでもう決まりにするから、ブルーのところもちゃんといい文章で言って

よ。はい、事務局、記録をお願いします。では、黄色いところの下１行ぐらい読んで。 

太田委員 引き続き話し合いを進めていってほしいと考える。前年からの検討課題でも

ある効果測定の手法についても、双方で議論を重ねている状況も確認できたが、ほかの似

たような協働事業等から学ぶこともできたのではと思う。 

久塚会長 はい、はい。今のでできています。 

地域調整課長 はい。 

久塚会長 では、７番をお願いします。 
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事務局 当該事業実施における受益者の意見集約についてです。「ワークショップ参加

者からアンケートを回収すること等の方法により、参加者の国籍や人数、感想等の取りま

とめは行われており、具体的な成果を確認することができた。また、参加者からは高い満

足度が得られていることは評価する。この事業を持続的な取り組みとしていくためには、

この事業を理解し、支持し、参加してくれる区民が地域の中でふえていくことが大切なこ

となのではないか。そのためにも、地域で生活をしている区民に対して、この事業の情報

発信を行い、この事業や多文化共生の取り組みについてどのように思い、評価しているの

かを把握していくことが、これからの事業を展開していく上でも必要なのではないか」以

上です。 

伊藤委員 いいです。 

久塚会長 よろしいですか。丸がなかなか出てこなくて、いつをペケにするのだろうと

いう文章なのですけれども。かなり気持ちを強く持たないと読み続けることができない文

章なので。では、７番終わって。 

事務局 ８番、今後の課題の把握及び共有について、「ワークショップ等の実施による参

加者の満足度が得られていることや、この事業の実施前に団体が単独事業として行ってい

たころ、参加した若者たちが運営ボランティアとし事業に参加している状況については、

改めて評価したい。また、定例会等を通して事業の実施過程における課題の把握・共有は

できていると考える。効果測定の方法や、子どもを取り巻く保護者や地域との関係づくり、

多文化共生に対する地域の意識の醸成等、各項目で言及した項目について、課題の共有を

図られ、息の長い活動として、引き続き取り組まれたい。」以上です。 

宇都木委員 昔も今までみんな言ってきたのだから、それを着実にやってくださいよと

言えばいいことだ。 

久塚会長 はい、９番、お願いします。 

事務局 改善すべき内容の把握についてです。「２か年の事業期間を通して団体は、懸命

に事業に取り組んでおり、行政もパートナーとして、ともに取り組みを行い、残された期

間で、どのような取り組みや改善がなされるべきかについて話し合いをしていることも確

認できた。また、フィリピン・ネパール・韓国等、多くの国の子どもたちの関係づくりを

進めることができたほか、行政の手が届きづらい子どもや保護者を子育て支援施設につな

げることや、大久保まつりへの参加を通しての地域社会との関係づくり等、この事業を通

して、具体的な成果も上げることもできたと考える。団体から提出された自己点検シート
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からは『一歩進んだ新しい多文化共生のロールモデルを実現できた』との記載も確認でき

るが、協働提案事業終了後も、この事業をさらに発展させていくための課題を検討し、共

有していくことを望みたい。前項まででも触れてきたことであるが、地域との関係を構築

し、全区的な広がりを持って事業を進めていくことが、多文化共生社会をつくることにつ

ながるものとなる。多文化共生社会をつくるという本質的な内容を見据えた活動として進

めていっていただくことを期待したい。」以上です。 

伊藤委員 大きくこれでいいのではないですか、新宿に関して全区的に出ているから。 

久塚会長 では、二つ目に移らせてもらってよろしいでしょうか。 

事務局 すみません、最後のページに総合評価をつけておりまして、こちらの冊子にな

りますと１３ページになります。 

久塚会長 ああ、はい、はい、ごめんなさい。 

事務局 こちらの総合評価をよろしいでしょうか。 

地域調整課長 では、すみません、早口で巻きます。「本事業は、これまで実施団体が地

域の中で取り組んできた『大久保アートプロジェクト』の経験を生かし、区との協働事業

として実施し、２年目を迎えた事業である。２年目の事業の実施に当たっては、『地域活動

を行う多様なコミュニティとの交流や子どもたちや保護者の集まりやすい各地域での活動

の場の拡大』、『活動指標及び成果目標を設定した計画的な事業展開』を改善点として掲げ、

事業に取り組まれてきた。今年度の事業についても、月１回の定例会の開催や実施現場に

行政担当者が積極的に参加することで、事業の進捗状況や課題、成果目標の達成状況を確

認し合う等の取り組みが行われており、協働に取り組む双方の姿勢は評価できる。また、

成果目標の達成という点においても、ワークショップの参加人数や実施回数も来年３月ま

でに到達できる見込であり、団体・区担当課の努力は評価できる。さらには、この事業で

出会った外国人と日本人の若者たちが、それぞれの持つ多様性を生かして、写真や映像の

共同制作活動を始めたことや、ワークショップを運営するボランティアとして参加するよ

うになったことも具体的な成果として評価できることである。一方、ワークショップを初

めとする各事業への地域住民の参加は多くなく、この事業が目的とする外国にルーツを持

つ子どもたちや保護者と地域の日本人との共同制作や連携といった点や全区的な広がりを

持った事業展開といった点には、引き続き、課題が残ることとなった。また、成果指標の

設定についても、事業に参加した子どもたちの数や満足度、子どもたちの育ちへの影響等

とあわせて、学識経験者や実務者等の意見も参考にしつつ、子どもを取り巻く保護者や地
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域との関係でも検討しておくことも必要だったのではないか。２か年の協働事業は今年度

で終了することとなるものの、本事業の目的に掲げる『新宿区に在住する外国人の人々の

多様性を文化資源としてとらえ、一歩進んだ新しい多文化共生のロールモデルを実現し、

多文化共生社会をつくっていく』ことは息の長い取り組みとしてとらえていくことが必要

である。また、地域との関係を構築し、全区的な広がりを持って事業を進めていくことが、

多文化共生社会をつくることにつながるものとなる。この事業で得られた成果と課題を共

有し、さらに発展させ、多文化共生社会をつくるという本質的な内容を見据えた活動とし

て進めていただくことを期待したい。」以上です。 

伊藤委員 いいよね、最初に褒めておいて、ああ、Ｂかなと思ったら途中で変更して、

ああ、やっぱりＣだなと。 

久塚会長 このままでいきますか。よろしいですか。 

宇都木委員 これ、表現がいいかよくわからないのだけれども、この黄色の２行目に「地

域の日本人」とあるでしょう。これ、「区民」にしたほうがいいのではないの。 

地域調整課長 はい、先ほども「外国人」とか「日本人」とか「地域住民」とかと幾つ

かありましたので、そこはちょっと全体を合わせさせていただきます。 

久塚会長 うん、区にとっていい表現に今後進めていくということでよろしいですか。 

宇都木委員 はい。 

関口委員 あと、すみません、細かい点なのですけれども、総体的な年と日付の記載、

例えば９番のところ、来年３月までとか今年度と書いてしまうと、これが例えばこれ来年

発行だと、この来年は。 

地域調整課長 わかりました、平成何年とか。 

久塚会長 あるいは翌年度のというところも。 

地域調整課長 はい。 

久塚会長 はい、では次に移りますが時間の関係で急いでいきたいと思います。 

事務局 街角スポット活用事業については、案のほうの１９ページをお開きいただきた

い。こちらは評価指標が４、３、４、３、３、４、３、４、４となっておりますので、そ

れをごらんになりながら、カラーのほうのページをお開きいただきたいと思います。 

まず１番目です。「１年目の事業の実施内容を踏まえ、活用場所のリストアップや活用ニ

ーズの把握等、この事業を展開する上での問題点や課題を整理しつつ事業に取り組まれて

きた点は評価したい。しかしながら、この事業における区民ニーズとは、音楽・演芸等の
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実演芸術とあわせて、絵画、彫刻、アート等、多彩な文化芸術に『街角スポット』で出会

え、享受できる場や機会を創出することや、こうした『街角スポット』に地域住民が手づ

くりとボランティア感覚で主体的に参加していけることなのではないか。評価時点までの

活動を見る限りでは、街角スポット探しと芸能実演家によるスポットでの実演が事業の中

心であり、必ずしも、区民のニーズを実現しうる計画となっているとは思われない。『街角

スポット』を文化芸術の鑑賞・参加・創造の場としていくことは、地域の活性化につなが

るものでもあるので、これからの事業の中で答えを出していってほしい。」ということで、

これは４の評価になっております。以上です。 

久塚会長 よろしいですか。はい、では２番目に移らせていただきます。 

事務局 ２番目が「前述のとおり、１年目の事業の実施内容を踏まえ、活用場所のリス

トアップや活用ニーズの把握等、この事業を展開する上での問題点や課題を整理しつつ、

具体的な数値目標の設定を行い、事業に取り組まれてきた点は評価したい。一方、２年目

の成果指標の設定として、駅前・公園・ロビー等、公共的空間の活用とあわせて、区民が

求め、参加しやすい『空間』の目標設定をすることや、イベント出演に当たって、芸術実

演家のみならず、力量のあるボランタリィな人材を発掘することも成果目標の設定に加え

る必要があったものと考える」ということで評価３です。 

久塚会長 いいね、はい。 

事務局 ３番目です。「区・団体とも、事業を実施する上での問題意識は一致し、対等な

パートナーシップによる関係は構築できている。しかし、事業実施団体である芸団協は、

芸術分野における高い専門性を有する団体であるものの、区民の参画を基本とした事業や、

区民を対象にどのように事業を展開し、地域を活性化していくのか、全体像が必ずしも見

えていないように思える。また、区側も具体像を示せていないように見える。さらに、評

価時点では、初年度に指摘した団体・行政の情報系ネットワークを活用した効果も見えて

いるとは言いがたく、積極的に、事業情報を発信し、区民の関心を喚起していくことが必

要であると考える」ということで評価４です。 

久塚会長 はい、どうぞ、関口さん。 

関口委員 何かここ、やっぱり２と４のコメントをガッチャンこしているからかどうか

わからないのですけれども、事業を実施する上での問題意識が一致していたらこの黄色の

部分は出てこないような気がするのですが。何かやっぱりこう若干矛盾しているようにも

読めなくもないのですが。事業を実施している上での問題意識が一致していたら、きっと
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この黄色の部分というのは発生しないのではないかなと思うのですけれども。皆さんが読

むとどうでしょうか。 

久塚会長 頭の中で考えていることは一致しているけれども、具体的なところでそれが

形に見えていないよということではないですか。 

宇都木委員 最初にペーパーで出してある事業計画と実際の事業との間の差が相当生ま

れているのだ。そこは最初のところでは一致したのだ。だけど、実際やっていく上におい

て、どこかで言ったほうがいいのかもしれない。 

つまり芸団協から言えば自分たちが計画した事業が実現すればこの事業の目的が達成し

たのだというふうに片方では思っていたところがあって、だから芸能人を呼んで何かやれ

ばそれでこの事業は達成したのだということの実際の計画との差がやっぱりどこかで、そ

れをここで言うかどうかは別として言わないといけないのだと思う。だから、当初計画上

では問題意識は一致した。 

関口委員 一致していなかったのではないですか、だから。 

宇都木委員 いやいや、当初目標は一致したのだよ。だから、計画はそういう計画にな

ったのだ。これならば協働事業としてこのプロジェクトをやれるねとなったからでき上が

ったのだけれども、そこから先の実施段階で一致しないの。 

関口委員 それは、まあね、これ、２行要らないということ。 

久塚会長 極端に言うと新宿区と芸団協というのは関係、パートナーシップができてい

る。だけどこの協働事業ということでここに、テーブルに載っけたときには違うことをや

っています、具体的に何かしようというのは僕らの計算が入ってくるから。それがグレー

の部分と黄色のところで分かれるのが一緒なので、だからその協働の相手への期待とその

成果というのは、日ごろからそういうふうにあちらにいろいろお願いしていたり、評価も

あるし、向こうは向こうでそうではなく関係ができているからグレーのような表現という

のが多分出てくるのだろうと思うのです。 

それを宇都木さんの発言を加味すると、「区・団体とも、事業を実施する上での」という

のを「事業を実施する上での」と入れるかどうかは、事業を実施するに当たってのぐらい

に問題意識は一致し、「対等なパートナーシップによる関係は構築できていると考えられ

る」とか「思われる」とかその辺ぐらいにして、そして「しかし」というような中に、進

めていくときに具体的なこの協働事業に落としたらどうなのかなということだと思うので

すけれども。 
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伊藤委員 芸団協の他の事業があるじゃない。その延長線上でしかないような、その１

人がやっているものでは一致している、いろいろ文化活動とかいろんなことをやらなけれ

ばいけない。実施団体になったときにこれ、スポットを見つけるときに、どうしてもそこ

を引っ張ってきてしまったような気がする。だから、宇都木さんが言ったように大きなと

ころへ目が向いてしまうし、細かいところまで目が行かない、区民レベルまでというか、

町会レベルか住民レベルのところまで行かないでというところでギャップができている。

そういう話だよね、多分。 

久塚会長 実際には細かいところも動き出したみたいだけれども、それはそれとして、

この今言ったことをうまく表現することでよろしいですか。関口さんは前があれば後ろの

ような文章は出てこないというふうに言ったけれども。 

関口委員 いや、常日ごろのその団体と区とのパートナーシップの関係ということと、

今回の事業におけるのはちょっと違いますよという。確かに常日ごろは評価できる関係が

あるけれども、今回の事業だとそれがややだめだったということがわかれば。 

宇都木委員 だったら、こうしたらいいよ。つまり協定を結んでいるのだ、新宿区と芸

団協では。その協定イコール協働事業ではないのだという、そこの共通認識が多分できて

いなかったのだ。 

伊藤委員 方法論においてね。 

地域調整課長 事務局です。事業実施に当たっての区側の問題意識として、この２か年

で街角スポットを幾つ発掘しよう。恐らくそこの部分については芸団協も区も間違いなく

問題意識は一致していたのです。ただ、そのスポットを発掘するために人がいるところで

いろんなイベント事をやる。その中で区ができること、芸団協ができること、そこも多分

一致していたのだと思うのですけれども、そのいわゆる区民の人をどう巻き込んで、巻き

込んだ結果がどう地域の活性化につながってというそこの問題意識、それが区はなかなか

先生方の評価からすると持ってなかったのではないと。それから、芸団協もそこのところ

は芸能の専門家というところではあるのだが、そのノウハウとか仕掛けというところがな

かなかできていなかったのではないのというようなところかなと思って、こういうコメン

トで整理させていただいたというところなのですが。 

久塚会長 今の気持ちをもうちょっと文章に反映させて最終的に仕上げてもらえれば。 

地域調整課長 はい。 

久塚会長 では、４番目、お願いします。 
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事務局 「ヒアリングの状況からは、区・団体の役割分担はおおむねできている状況に

あるものと考える。区民（地域）と実演家の相互メリットがあるように、町会や商店会等

との調整を図りながら事業を進めてきているとのことであるが、『街角スポット』の場所・

利用団体に偏りが見られる状況にある。区民の参加、地域の活性化に向けて、双方が持つ

長所を生かした事業展開を期待したい。」これで４番が３評価です。 

久塚会長 よろしいですか。では、５番に移りましょう。 

事務局 「事業の進め方や取り組み内容等については、区と団体の間で共有化を図られ、

双方の認識の相異を解消されるよう努力している状況は確認できるものの、この事業の基

本的な内容として求められる区民の参画や地域の活性化といった視点について、双方が理

解を深めながら、事業を進める必要があったのではないか。また、『街角スポット』や実施

団体の選定、商店街への広報などを団体に一任してしまっている点については、区のかか

わりが必ずしも十分ではなかったのではないかと考える」ということで３評価です。 

久塚会長 よろしいですか。では、６番に移りましょう。 

事務局 「相互検証シートやヒアリングの状況等からは、パイロットプログラムの円滑

な実施に向けての打ち合わせが行われたことは確認できるが、本事業に求められる区民の

参画・地域の活性化といった点からの成果目標の設定については、十分に話し合いが行わ

れたとは言いがたいと考える。今後、自立的に事業を展開していく上での課題として、予

算の確保、広報宣伝、会場と出演者の確保等の課題が提起されているがよい解決方法を見

いだして事業の継続が図られるよう、しっかりと意見交換を行っていただくことを期待し

たい」ということで評価４です。 

久塚会長 会場と出演者の確保というのは両方なのですか、広報宣伝、会場と出演者の

確保の課題というのが一固まり？会場も課題があって、出演者の数という課題もあってと

いう、どっちになるの？ 

地域調整課長 多分場のところでいきますと、駅前とか大規模商業施設に特化していた

というようなところで、この間ご指摘いただいていましたので、それがより地域的な広が

りをというところで課題があったというのは別のところでもありました。 

それから、出演者についてもいわゆるプロ、セミプロみたいな人ばっかりで、やる気の

ある区民をというようなところもありましたので、両方にかかるところかなと思って会場

と出演者のＡアンドＢの関係です。 

伊藤委員 今の言われた出演者の確保等の経費ではなくて、課題ではなくて、ここは要
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らないね、「の課題は」。展開していく上での課題として、ここに課題が出ている。 

地域調整課長 ああ、はい。 

伊藤委員 だから、今のやつは余分な。 

地域調整課長 確保等が提起されていると。わかりました。 

久塚会長 よろしいですか。はい、７番をお願いします。 

事務局 「イベントアンケートによる参加者の高い満足度や、施設管理者や実演家から

もよい評価も得られ、まち中で音楽や文化芸術に触れさせる街角スポットライブ実施の意

義があったと評価する。また、新宿駅中コンサートとして、京王電鉄の１００周年イベン

トとのコラボレーションもよいアイデアであった。相互検証シートでは、『街角スポットラ

イブ』を実施する意義として、『公共的空間を活用して、質の高い文化芸術を提供する』こ

とと『区民が積極的に文化芸術に触れることができ、気軽に本物の文化芸術を楽しむこと

ができる』ことが述べられているが、この事業に区民が期待するものは、こうした楽しむ

機会を確保するとともに、直接、参加できる機会を確保することや、地域の活性化につな

げていくということではないのだろうか。また、こうした点に対する地域住民の意見を集

約する上で、例えば、地域センターを単位とした『街角スポット』に対するアンケート調

査を実施してもよかったのではないかと考える。」ということで、これは評価３です。 

伊藤委員 「確保」という言葉よりも「得る」でいいのではない、得る、機会を得る。 

地域調整課長 機会を得るとともに。 

伊藤委員 そうそう、確保と言うよりも。 

久塚会長 はい、では、どうぞ８番。 

事務局 「この事業を契機に関係づくりを進めることができた施設や芸能実演家の協力

を継続的に得て、区の進める『新宿フィールドミュージアム事業の展開』にどのようにつ

なげていくことができるかとの課題に対する認識を共有することはできている。しかし、

初年度にも課題として指摘した『街角スポット』の抽出数は依然尐なく、対象は高層ビル

や大型商業施設に目が向きがちであり、町会や商店街への働きかけや、地域における掘り

起こしも進んでいないように考える。本事業終了後も、『文化芸術創造のまち 新宿区』実

現に向けて、『新宿フィールドミュージアム事業の展開』の中で引き続き課題の整理・共有

を図り、多くの区民の参加のもとで、事業が継続されていくよう対策を講じることを要望

する。」ということで、これは評価４です。 

久塚会長 よろしいですか。では、９番、すみません。 
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事務局 「相互検証シートの記載からは、計画づくりや事業実施に当たって、双方の認

識の共有が図られ、改善する点がないように読めるが、発掘した『街角スポット』の情報

をだれに提供し、どのように改善・利用できるようにしていくのか、『街角スポット』を利

用したい団体のためのマニュアルや案内書の作成等も必要になってくるのではないか。ま

た、施設管理者に対して、文化イベントやまちの魅力づくりの意識を醸成していくことや、

街角スポットを活用してもらうためのコーディネートのあり方の検討等も２か年の事業を

通しての課題として明らかになってきたのではないか。『新宿フィールドミュージアムの

展開』や『文化芸術創造のまち 新宿』の実現に向けて、引き続き、課題の把握に努め、

改善策を打ち立てていただきたい」ということで評価４です。 

久塚会長 よろしいですか。総合コメントのほうに戻ります。冊子は最初のほう、１８

ページをごらんください。では、よろしく。 

事務局 「街中で文化の香りが感じられることは、区民の日常生活に潤いや安らぎを与

え、まちの活性化や新宿のまちへの愛着をはぐくむことにもなる。本事業は、区からの提

起に基づき、新宿フィールドミュージアムの実現にも寄与する事業として、文化芸術の鑑

賞・参加・創造の場として現在活用されていない場所の潜在価値を見出し、『街角スポット』

として活用し、地域の活性化につなげていこうという事業である。今年度の取り組みとし

て、区・団体が対等なパートナーシップにより、事業を展開し、活用場所のリストアップ

や活用ニーズの把握等、この事業を展開する上での問題点や課題を整理しつつ事業を進め

てきたことは評価できる。また、イベントアンケートによる来場者の高い満足度や施設管

理者や出演した芸能実演家からもよい評価が得られたことや、『街角スポット』を管理する

施設管理者や鉄道事業者との関係づくりを進めることができたこと等も評価したい。しか

し、本事業が求められる区民の参画や地域の活性化といった点から、２か年の事業を振り

返った場合、抽出した『街角スポット』は高層ビルや大型商業施設に偏りがちであり、各

地域の商店会や町会への働きかけ、四谷・大久保・高田馬場・落合等、それぞれの地域の

中での掘り起こしは進んでいない。また、実施団体の特性を生かし、パイロットプログラ

ムに芸能実演家の参加協力を得るものの、区民の参画によるプログラム設定や１プログラ

ムの実施に要する費用の検討等、より効果的な事業の進め方もあったのではないかと考え

る。さらには、区広報紙等は活用するも、区民に対する『街角スポット』の情報発信が効

果的に行われ、多くの区民に認知されたとも言いがたい。区からの課題提起により、発掘

された『街角スポット』が広く認知され、多くの区民に文化芸術の参加・鑑賞の機会を提



 26 

供していくことが、区民の主体的な文化芸術活動を促し、地域の活性化や区の目指す『文

化芸術創造のまち 新宿』の実現につながることとなる。ヒアリングの中では、本事業の

成果と課題については、今後、区の進める『新宿フィールドミュージアムの展開』の中で

生かしていくことが、区・団体双方から示された。この２年間の取り組みの中で明らかに

なった事項を『新宿フィールドミュージアム』の中で反映できるよう、区・団体の一層の

努力を当評価会として期待したい」、以上です。評価がＤです。 

久塚会長 中でというのが、そこの担当の評価の中で、担当の中で。よろしいですか。 

伊藤委員 大したことではないのですけれども、施設管理者や鉄道事業者はこういうふ

うに入れてしまうのがいいのか、企業というふうにしたほうがいいのか。 

地域調整課長 施設管理者や企業との関係。 

伊藤委員 うん、そのほうがいいような気がするのだ、上とのかみ合いで。 

久塚会長 では、そうしよう。 

関口委員 やっぱりちょっと気になるのが、「今年度の取り組みとして、区と団体が対等

なパートナーシップにより、事業を展開し」という、ここはさっきのところとかかわるの

だけれども、対等なパートナーシップで進めていたらこうなっていないでしょうというと

ころはやっぱりあると思うので、これが一発目で対等なパートナーシップで進めていて評

価ということが前面に出てしまうと、では何でＤなのという話がなかなかわかりづらくな

ってしまうのかなという。 

竹内委員 そのところが何かパートナーシップはよかったけれども。 

伊藤委員 上下関係はないということだ、だから対等な関係だよ。 

関口委員 いや、パートナーシップはやっぱりお互いに汗をかくというところもあると

思うのですけれども、そのやっぱりこの事業、宇都木さんもさんざん言われていますが、

どっちかと言うと行政側としてはもう芸団協さんにおんぶにだっこという関係だったと、

尐なくともこの事業の中ではそういう印象を私も思ったので、それが一発目でドカンと対

等なパートナーシップ、構築できましたというのが出てしまうと、果たして対等なパート

ナーシップというのは何を言うのかということが。 

だから、その区の施策全体としては協定書とかはちょっとこの際置いておいて、この事

業の中で。 

久塚会長 対等なパートナーシップで事業をしたと書いていないです。「により、」でし

ょうと。だから、パートナーシップという部分は協働事業のもとでパートナーシップを実
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現したとは書いていない。 

関口委員 でも、そこが「パートナーシップがより」と言ったら、それは実現できてい

る前提があるのでは。 

久塚会長 だから、よく読んでごらん。「今年度の取り組みとして、区・団体が対等なパ

ートナーシップにより、事業を展開し、活用場所のリストアップや活動ニーズの把握等、

この事業を展開する上での問題点や課題を整理しつつ」だから、パートナーシップによっ

て事業を展開したりリストアップしたりするというような向き、ことの問題点や課題を整

理しつつ事業を進めてきた。事業を進めてきた上での課題を整理した一つの中にパートナ

ーシップというのが入っているのではないの。 

宇都木委員 いや、だから。ここを「パートナーシップを目指し」というふうにすれば

いい。「より」があって、「より」がひっかかるのだろう。 

久塚会長 ちょっと普通に国語的に言ったら前置きが長いのだけれども、課題を整理し

つつ事業を進めていったことは評価できるというのは、その中の一つとして。 

宇都木委員 「対等な関係において」と言えばいい、関係において。 

久塚会長 はい、では、そうしましょう。 

 

（協働事業提案審査報告書提出のため、区長出席） 

 

中山区長 皆さん、ありがとうございます。 

久塚会長 きょうの審査報告書は今年度結論が出た実施事業でございます。ワーク・ラ

イフ・バランス、区としての大きな目標なのでということは知っているのですが、ちょう

ど区からの提案があったものにつきましても、有名な団体が出して、その展開の中にいろ

いろ課題があったのですが、それがよかろうということで採択に至りました。 

この報告書は今までのものをさらに工夫しまして、流れが色分けでわかるようなつくり

にさせていただいたのです。ただ、課題としては、協働事業としてこう行うようなものな

のかという議論が結構あったのです。 

中山区長 ああ、そうですか。 

久塚会長 企業のそれぞれの責任であったり、区は区でこれぐらいの目標設定してとい

うぐらいの、事業の目標設定してというのがあるので、区とそれぞれの団体が１本の物と

してやるというのはなかなかやりようが難しいというか、その批判するのではなくて、実
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施していくときの協働事業として何が区の協働事業となるのだろうなということだと思う

のです。 

ほかの例えば事業を組むことですと、区がやっているのとＮＰＯがやっているのと視点

が違ってどうだというのを一緒にやっていったらよりステップアップしますということに

なるのですけれども、ワーク・ライフ・バランスについてはちょっと色彩が違うので、ど

のような形で協働というのに進んでいくのだということが議論になったので、それを踏ま

えた報告書となっております。 

区長さんにおきましては、区としてのワーク・ライフ・バランスについての考え方、そ

れから区で取り組みをやっていることプラス協働事業としてこれから進むことになります

ので、例えば違った分野というか、なかなか協働が難しい分野にまで一歩踏み出したとい

う、積極的にどう考えて、今まで割にやりやすかったような協働事業ではない部分に入っ

ていくという形になりますので、これは思い出したら雇用機会均等法ができたころから同

じような議論があって、家の中のことにまで、首を突っ込んだの、行政はというところか

らずっと議論がありましたけれども、それなりにやっぱり公とか私という枠組みが変わり

つつある一つの象徴だと思うのです。やっぱりそれは企業に任せてというよりは、やっぱ

り公共性という側も変わってきていますので、そういう意味では一歩新しいものになった

のだろうというふうに積極的に評価できる感じに。 

中山区長 わかりました。 

久塚会長 はい、ではこういう形になりましたけれども、報告書を提出したいと思いま

す。委員の皆さん方、よろしいですか、私が代表で。 

はい、では。 

中山区長 それでは、本当にありがとうございます。 

 

（審査報告書の区長への提出、写真撮影を実施） 

 

地域調整課長 はい、ありがとうございました。 

中山区長 皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございました。 

久塚会長 では、もとに戻しますよ。では、尐しお時間をとっていいようですので、い

つもの報告書をお渡しするのと尐し言葉を変えてしまいますが、それはやっぱり委員の皆

さん方がこのワーク・ライフ・バランスについてのことをご存じなのが、今出してきたも
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のをめぐって議論がちょっと割れたのです。それをどうとらえるかによって区長さんには

お伝えしたのですけれども、皆さん方から何かありましたら、ぜひこの機会ですので貴重

なお時間をいただきましたのでお出ししていただければと思います。 

関口さん、何かある？ 

関口委員 ワーク・ライフ・バランスと言うと何か企業だけのものというか、効果は比

較的企業とかその働いている方だけに還元されがちと思われがちなのですけれども、やっ

ぱり結局ワーク・ライフ・バランスがどんどん実現されていって、それが地域活動に行く

ような余裕が出てくるとか、ＮＰＯ活動とかボランティアもそうなのですけれども、やっ

ぱりそのただひたすら朝から晩まで働いているという状態がもう経常化してしまうと、ボ

ランティアですとか、地域活動、消防団の活動とか地域の自主防災組織だとか、ＰＴＡと

かいろいろそういう社会貢献的な活動をやっている余裕がないというのも非常に日本のこ

の社会において問題でして、やっぱりこのそういった余裕を生み出すという点でも、やっ

ぱり皆多くの企業がちゃんと労働基準法とか最低限のところは守った上でこのワーク・ラ

イフ・バランスをやっていくということが、企業だけではなくて地域社会においても世知

辛い世の中になっている中で、尐し活動をする余裕を生み出して、それが結果として、ち

ょっと今度ごみ拾いでも行ってみるかなとか、地域の子育てサロンでも顔を出してみるか

なとかという、やっぱりそういった尐し仕事以外のことをする余裕を生み出す意味でもこ

の事業がうまく定着すれば、協働事業審査の中でもさんざんこの地域社会の還元とか地域

での広がりというのも話題になっているのですが、そういった意味で期待が持てる事例か

なと思いました。 

久塚会長 では、区長さん、何か。 

中山区長 皆さん、本当にありがとうございました。皆様方には制度見直しを行ってい

ただきまして、その制度見直し後の初めて協働提案事業について審査をしていただいて、

このワーク・ライフ・バランス推進企業の支援ということについて採択をしていただいた

ということで本当にありがとうございます。私はやはり今の世の中の状況を考えますと、

人が人らしく生きていくというためにワーク・ライフ・バランスというのはとても重要で、

だれもが社会の担い手、当事者になっていく、それは男女ともにというような意味でもと

てもワーク・ライフ・バランスの推進というのが大切であると思っています。 

しかしながら、今ご意見ありましたように、私どものこれまでの社会というのはどちら

かといえば仕事をしている時期については仕事にずっと打ち込んでというような文化が。
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そういったところがありますので、ところが今はやっぱり社会が何せある意味で言えば閉

塞感があったり停滞しているかというのは、私たちの今まで持ってきている社会制度が尐

子高齢化でありますとか国際化とか、それからそういった中でなかなか的確に対応できな

いようになっていて、もう制度疲労を起こしているにもかかわらず、現在それをうまく乗

り越えていけない。そういう中でワーク・ライフ・バランスというのは、そういったもの

を一つ突き抜けていく、難しいかもしれませんけれども取り組みであると思っています。 

企業の中にもワーク・ライフ・バランスに取り組んでいくことがいい人材をその企業と

して自分のところに定着させていくためにも必要な企業戦略であるというような認識を持

つところも出てきていると思いますし、それから働く側の認識としても、もう尐し人が生

きていくということは働くことや、それから家庭生活や地域活動やそういったものをもう

尐しいろんな意味で多様に持っていくこと。それが幸せな人生や健全な社会をつくってい

くということへの意識を転換していくことの必要性というのを感じている人も多くあると

思っていますので、区の場合、どちらかというとそういった企業の働くというようなこと

への働きかけのその事業というのにそんなになれているわけではありませんので、こうい

った今回の提案してきているところと組んでやっていくことで、現実的な対応をどれだけ

より積み重ねられるかということに私も期待をしています。 

そうした意味では今回皆様方いろんな議論の末に選んでいただいたのであるかと思いま

すけれども、区としてもこれが協働提案事業として行われることが本当に役に立つように、

効果的になるように担当課のほうでも頑張ると思いますので、私もそれを見守っていきた

いと思っております。本当にありがとうございました。 

それから、先ほど部長からちょっと話を聞きましたら、先生方の任期というのがそろそ

ろちょうど時期に来ているというようなことですけれども、本当にいろいろこの間、あり

がとうございました。区民委員の方については、いろんな方々に入っていただくというよ

うな趣旨にしておりますので、お代わりいただく方もあるかと思いますが、この協働を進

めるというこの会議、なかなかある意味で言えば私たちのいろんな仕事の仕方の文化を変

えるというようなことを担っていただいていまして、継続性を持ってやっていくというよ

うなことに非常に重要な会議であると思っておりますので、また本当に委員の皆様にお世

話になると思いますので、そちらもどうぞよろしくお願い申し上げます。本当にありがと

うございます。 

宇都木委員 この提案されたときを思い出したのですけれども、２０年ぐらい前になり
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ますか、資生堂の岩田さんが我々の前に声高にこの話は始まったのです。だって、日本の

社会がそんなに簡単にいくかと、時間短縮だって大変にかかったのだからと言っていろい

ろ議論したのを覚えていますけれども、いよいよ行政がこういうことに対して積極的に前

に出てくるなんていうのは、やっぱり社会の進歩というのはそういうふうに進んでいくの

かなと改めて感じました。１０年前のことを思うと、こんなに早くに行政の政策課題とし

てこれを進めようなんていうのはなかなか考えられなかったことですが、それだけやっぱ

り社会が発展したというか、レベルが上がったというか、もっと労働者もしっかりしない

といけないね。 

中山区長 これ、実は資料を多分ごらんにいただいたかと思うのですが、新宿区はワー

ク・ライフ・バランスの普及というか、そういったことの働きかけをかなり前から取り組

んできておりまして、これは子どもの問題や高齢者の問題を考えたり、それから働く人の

問題を考えても、やはり非常になかなかそういったことを大きな流れとして突き崩してい

くのは難しいところがあるのですが、でも私自身は非常に社会的な流れとしても一定の定

着を見てきていると思います。 

やはり人口減尐社会の中で、だれもが社会の担い手として当事者になっていくことを考

えるときに、これまで男女別の例えば分業していたり、それから同じ働く人の中でもいろ

んな分業をしているし、それからプラス人間としての部分はどうなのだというようなこと

を考えたときに、やはりこのあたりをもうちょっとその人の意識とか文化というのを変え

ていかない限りなかなかうまくいかないのではないかという思いもしていまして、期待も

しているところです。そういう意味では宇都木さんがおっしゃられているようなところと

いうのは、社会全体の大きな流れとしても、一つ行政としても、大きく旗を振るというよ

うな時代に至っているかと思います。 

宇都木委員 尐し時間がかかるかもしれないけれどもやっていかないといけませんね。 

中山区長 はい、そう思います。 

野口委員 では、いいですか。労働者について、身分保障というか、そういう面で公務

員の場合はある程度身分保障されているのですが、一般の民間ではそんなに身分保障され

ていませんし、正規社員と非正規社員では全然給料から何から全部、違うわけです。 

うちの息子がたまたま外資系の会社をやっているのですが、お父さんたちの時代はいい

時代だったなというようなことを言うのですが、やっぱり今の社会、すごく育児休暇でも

とったら、男がとったらすぐ会社を首になってしまったり、あるいはいろいろほかの暇な
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セクションに持っていかれてしまったりということで、かなり厳しいのではないかと思う

のです。これを打破していくと、もう本当にいろんな問題を解決していかなければいけな

いなと思うのですが。 

中山区長 そうですね、そうですね。ところが、片方で例えば労働関係のもう尐し働き

方を自由にしていくという流れがありまして、そのことと、それからやはり身分保障とい

うことを今までの画一的な仕組みの中で考えていくということももう無理が来ているとい

うことでもあると思います。そのときにやはり私も実を言うと、男性の意識がもうちょっ

と変わっていかないと世の中はいい方向に変わらないなと。それは、やはり今までの割と

延長上の固定型のそのいろんな仕組みというのが制度疲労を起こしている。そこのところ

をやっぱり、でも女性の意識も変わらないとだめなのです。やっぱりどういうことかとい

うと、主流になっている中に寄っていったほうが楽なので、変えるということは難しい。

それから、あきらめないということが私は大切だと思っていまして、やはりそういうとこ

ろで一つずつこういろんな提案をしたり、それからいろんなことを、言ったことをやって

みたりというようなことでやっていかないと、日本の中のグローバルスタンダードという

か基準だけでうまくいかなくなっているのがこの国際化してきている国と国の垣根が低く

なっている中でもありますから、互いにこれからということ。 

それで、私は実は地域行政をやっていて本当に世の中ちょっと変わって、この先みんな

で担い合うということを本当に考えないと大変だなと思いますのは、今までの社会保障制

度は家族と、それから会社がかなり担ってきたところが、おっしゃるように会社も担えな

くなってきている。それから家族も単身化をしてきたり、家族の機能も変わってきている

という中で、違うつながりやシステムを考えていかないとどうにもならなくなっています

よね。 

というのは、新宿区の単身世帯率というのは６割なのです。かつ、日本社会全体が変わ

っているというのを感じさせられるのは、生涯未婚率というのが最近話題になっています

けれども、５０歳の時点で一度も結婚をしたことがない人をその一定のデータから推計し

て生涯未婚率というような数字で言っているのですが、これ１９９０年代から男女も逆転

しまして、私が大学で大昔、社会学なんていうのを習ったころには、日本は欧米の先進国

とは違って、だれもが男性は結婚して一人前ということで結婚する社会で、皆が結婚する

という皆婚社会だとこう言われて、でもオールドミスなんていう言葉があったように、女

性は一部結婚しない人がいたということが１９９０年代に逆転して、男性の生涯未婚率の
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ほうが高くなっているのです。 

今全国で男性の５０歳時点で一度も結婚したことのない率が２０％です、全国でです。

女性は１０％なのです。逆転してしまっていて、そしてかつ新宿の場合には男性の生涯未

婚率が３３．３％です。女性が２７～２８％です。そういう中で男性の場合には仕事とつ

ながっているときには一定のコミュニケーションができているのですけれども、そこと切

れたとき地域に戻ってきて、それで例えば病気をしたり、介護が必要になったりすると、

それを社会の今のシステムで支えるというのはなかなか難しいところもありますし、結構

この先男性の、中高年男性の問題、単身の中高年男性の問題というのは大きいなと思いま

して、新宿区で自治創造研究所というところでその問題を課題にしながら調査も行ってい

ます。そういう意味ではそうした問題にも割と根底のところからかかわる問題としてこの

ワーク・ライフ・バランスの推進というのは必要な課題かなと思っています。 

久塚会長 そうですね、それが今ご説明あったようにワーク・ライフ・バランスが出て

くると一個人の、あるいは一家庭の中で描かれた中でのワーク・ライフというふうにする

のではなくて開かれた、社会全体が、だから私がワークのときにはあっちがライフでもい

いわけです、交換して。そういう交流していくワーク・ライフ・バランスでないと、こう

矮小化して考えると半分働いて半分ライフでとなると、企業だとか家庭の中に埋没する話

だと思うのです。だから、展開するためにはグローバル化した意味でのワーク・ライフと

いうのが相互にこう交換し合えるような仕組みというのですか、それをつくらないと難し

いと思います。 

中山区長 そうですね。 

久塚会長 もうそろそろ当初の予定のお時間になっていますので、よろしいですか。 

では、本当にお忙しいときにお運びいただいてありがとうございました。 

中山区長 とんでもないです。本当に委員の皆様方には感謝申し上げます。ありがとう

ございます。私はちょっとここで失礼いたしますので。 

本当にまだまだどうやっていくのか、試行錯誤もしながら、みんなで知恵を絞りながら

取り組んでいく課題であると思っています。でも、本当に必要なことであると思っていま

すので、これからもいろんな意味で指導いただいたり、それから意見交換を職員としてい

だくことを願っております。 

本当にありがとうございました。では、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがと

うございました。 
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久塚会長 きょうはありがとうございました。 

 

（区長退席） 

 

久塚会長 どうしますか、あと２～３、総合コメントの途中でとまっているのだ。 

事務局 そうですね。 

久塚会長 宇都木さんが言ったのは、今年度から評価したいまでの部分について、この

委員会は全体としてはちょっと厳しいことを言っているので、それに合うようなこと、合

うようなというのはちょっとあれですけれども、この文章のところは評価できるという形

のものがそこのブロックにある、強く出ていると言うのかな。そのところをもう尐し文章

を整理していきますかという程度でよろしいですか。こう直せというのはある？ 

関口委員 可能であれば今年度の取り組みと、確かによく話し合って課題を整理してい

たのはそうだと思いますので、今年度の取り組みとして活用場所のリストアップや活用ニ

ーズの把握と、この事業を展開する上での問題点や課題を整理しつつというふうに、要は

対等なパートナーシップというのはどうしてもちょっと私ひっかかってしまうので。 

それをちょっとカットしていただけると言うのなら、さっきのところともかかわるので

すけれども。それをしていただけるといいのかななんていう気はします。要はパートナー

シップ以下をちょっと。 

久塚会長 はい、では別に評価が下がるということでもないし、その続きとしては結構

いいことを書いているので。何かなくなるのは寂しいような気はするけれども、消してし

まっていいですか。なくてもバツの文章ではない。 

野口委員 はい。 

久塚会長 では、それでいきましょう。それともう一つなのですけれども、これはどう

です、一番前に座長の「評価を終えて」というのが２ページにございます。ここでこのよ

うに定めていただいているのですが、アンダーラインを引いた箇所がございます。その部

分をご検討というのはもう時間が来ましたので、これ、どうすればいいですか、事務局。

今ざっと見てもらってという。 

事務局 はい、できれば１月１５日になるべく完成品に近い形で持っていきたいので、

見ていただけるとありがたいのですけれども。 

久塚会長 では、５分で見ましょう。 
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久塚会長 では、アンダーラインのところだけ読んでください。 

事務局 「２事業ともに２年目の事業として、１年目の評価を踏まえ、それぞれの団体

の専門性を生かしながら協働に取り組む姿勢や、団体・区担当課の対等なパートナーシッ

プのもと懸命な取り組みが行われました。また、事業の参加者からは高い満足度が得られ

ている状況や関係する機関や施設とのネットワークづくりが進められている状況が確認で

きました。しかし、地域とのつながりや広がり、区民の参画といった観点から見ると課題

が残った点もあり、必ずしも多くの区民に十分に認知されたと言いがたい面もあったため、

あえて評価を厳しくせざるを得ませんでした。平成２５年度からは、『事業評価を事業終了

時の取り扱いに反映させる』ことや『事業期間は３年間までを基本とする』こと等、さら

に協働事業提案制度の実効性が高まるよう制度の見直しを行い、新たな事業の採択もいた

しました。区民の参画や地域との連携のもと、協働のまちづくりが促進され、地域課題の

解決が図られ、多様な人々にとって新宿区がさらに暮らしやすいまちとなることを期待し

ます。」以上です。 

宇都木委員 いいのではないでしょうか。 

伊藤委員 それで、その下の事業の参加者とあるのだけれども、これは利害。 

宇都木委員 「事業に参加した人たち」でいいのでしょう。 

伊藤委員 でも、団体と行政という意味ではないよね。そのほかにないよね。それとか

区民も全部だよね。 

久塚会長 だから、伊藤さんが投げるものはすごいひねった直球なのですけれども。 

事務局 はい、そのようなふうにいたします。 

久塚会長 厳密にとらえると新宿区とＮＰＯみたいなイメージになってしまう、参加し

た人からは。 

関口委員 ちょっといいですか。「あえて評価を厳しくせざるを得ませんでした」という

のは、別に何か「あえて」と入れた。 

久塚会長 それ、入れないほうが僕はいいと思う。 

関口委員 うん、入れないほうがいいと思うのです。何かわざときょうは厳しくしてし

まったみたいな。 

久塚会長 いや、だから、「あえて」と入れることによって逃げの一手みたいなところは

あります。本当はしたくなかったけれども、こういうことだよと。 

宇都木委員 厳しい結果となりましたでいいじゃない。 
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地域調整課長 厳しい評価結果となりましたと。 

久塚会長 はい。では、そうさせていただきます。 

久塚会長 よろしいですか、ではその大きくは２点。先ほどご意見いただいたものを反

映させたものを次でしたか。 

事務局 はい、次の日程なのですけれども、評価会のきょうの次第を配らせていただき

ました。前回久塚先生に来年度の予定をとっていただきました。第５回が１月１５日にな

ります。１月１５日に案をお配りして皆様にご確認をいただきたいと思います。 

２月５日に区長が出席しますので、会長からこの評価書を提出していただきます。 

第７回が３月２４日になります。 

久塚会長 そのあたりから先ほど事務局のほうとご相談していたのですけれども、新し

く始まったものを含めてやっぱり課題というのはあると思うのです。ですから、委員の方

たちから発言をしてもらって残した課題を翌年度にどう反映させていくのかということを

検討することと、それから新しい年度に入ると次の委員の方たちにバトンタッチしなけれ

ばいけないのですが、助成事業は始まるではないですか、思い出していただいたら。あれ

の仕掛けについてそろそろやっておかなければいけないことがあると思うので、２回目、

３回目もそういう意味では議題が出てくるという形になりましたので、もうあと３回です

けれどもよろしくお願いいたします。 

それと、ことし最後になってこっちの案を含めて事務局、本当に例年になく頑張ってや

っていただいたので、最後に拍手でお礼をいたしましょう。とりわけ濱田さんに。 

それと、もう１個です。 

講師を２人選ばなければいけないのね。助成の。 

事務局 そうですね、ＮＰＯ活動資金助成のミニ講演を例年２月に行わせていただきま

して。 

久塚会長 そうですね、１月、２６年度から始まる事業について。 

事務局 ええ、ことしは３月に。 

久塚会長 助成事業のほうなので、現委員だったらいいのですかね。 

事務局 はい。 

久塚会長 では、太田さん、お願いしてもいいですか、女性だからということで。 

太田委員 わかりました、では勉強させていただきます。 

久塚会長 男性よりも。それから、宇都木さんと。 
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宇都木委員 いいよ、私は。 

事務局 どうもありがとうございます。では、また日程は詰めさせていただきます。 

久塚会長 はい、では、解散します。 

事務局 ありがとうございました。 

―― 了 ―― 


